仕    様    書
１　業務名

令和７年度納期内納付勧奨事業の電車車内中吊りポスター掲出業務
２　業務内容

(1) 広島電鉄株式会社の電車内に、下記掲出期間にポスターを掲出するため、その申込を行い、掲出場所を確保する。
(2) 広島市財政局税務部税制課（以下「税制課」という。）が用意するポスターを各回ごとに税制課で受け取る。
(3) ポスターの搬入及び撤去については、広島電鉄株式会社等の指示により行う。
３　掲出媒体

中吊りポスタ－（Ｂ３）

４　掲出数量

　　１セット（３８０枚、予備を含む。）
	５　掲出期間
	第１回
	 　令和７年　４月２４日から同月３０日

	
	第２回
	 　　　同年　５月２５日から同月３１日

	
	第３回
	 　　　同年　６月２４日から同月３０日

	
	第４回
	 　　　同年　７月２５日から同月３１日

	
	第５回
	 　　　同年　８月２５日から同月３１日

	
	第６回
	 　　　同年　９月２４日から同月３０日

	
	第７回
	 　　　同年１０月２５日から同月３１日

	
	第８回
	 　　　同年１１月２４日から同月３０日

	
	第９回
	 　　　同年１２月２５日から同月３１日


６　広島電鉄株式会社への手続

業務実施のため、必要な広島電鉄株式会社への諸手続は受託者が行うものとする。
７　実施計画

受託者は、契約締結後、直ちに掲出作業工程に係る実施計画書を提出し、その承認を受けること。
８　委託業務実施報告書

　　受託者は、各回ごとに掲出期間に係る委託業務実施報告書を税制課に提出し、その検査を受けること。

９　その他

この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、税制課職員と協議の上これを定める。
